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都市づくり部土地利用調整課

平成30年 (2018年)第 4回町田市議会 定例会 建設常任委員会

【件名】金井町・藤の台団地地区住所整理事業について

1.経緯

わかりやすい住所の表示とすることで、警察・消防など緊急時の対応や郵便・宅配の遅

配という、住所に関する問題を解消することを目的として、金井町・藤の台団地地区住所

整理事業を進めております。

町内会や自治会等の代表者を会員として、町区域の新設に関する市民懇談会を 2017年

10月 12日 から2018年 10月 18日 までに 6回開催し、新たな町名称を含む計画案を報告書

にまとめていただき 11月 14日 に市民懇談会会長から市長へ、報告書を提出していただき

ました。

報告書によると、金井町については、「金井ヶ丘一丁目」から「金井ヶ丘五丁目」、藤の

台団地地区については、「藤の台一丁目」から「藤の台三丁目」となつています。

。今までの流れ
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以後 2018年 11月 までに計 7回発行

日から8月 4日 事前説明会 (金井小学校、鶴川市民センター)

日 第一回市民懇談会の開催

日 第二回市民懇談会の開催

日 第二回市民懇談会の開催

日から4月 13日 新町名の意見募集実施  _
日 第四国市民懇談会の開催

日 第工回市民懇談会の開催

日から8月 31日 新町区域と町名 (案)に対する意見募集実施

日 第六回市民懇談会の実施

2.今後のスケジュール

この案を 2019年 2月 の住居表示整備審議会 (市議・公共機関の代表者、学識経験者、

副市長の委員)に諮問し、審議していただきます。
2019年

2月 住居表示整備審議会 (諮問・答申)

6月 新町区域 。名称案の公示 (30日 間)

9月  2019年第 3回 町田市議会定例会



※1 住居表示を実施すべき区域及び当該区域内の住居表示の方法

※2 町区域の新設及び変更について

12月  町区域・町名称及び実施予定日の告示

2020年

4月 _街区符号及び住居番号の告示

5月 、6月 住所変更手続きに関する説明会 (値l人 。事業者向け)

7月 住居表示実施

(根拠法令)

※1 住居表示に関する法律第 3条第 1項

※2 地方自治法第 260条第 1項
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新設する町区域及び町名図
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新たな町界(案 )の概ねの位置

現 金 井 町 の 区 域

現 本 町 田 の 区 域

「藤の台団地」で新町とする区域

磯 金井町以外で新町とする区域

習 廃 止 す る 町 界

H 宅地の現住所に基づき町界を整える区間
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